
83―00.5 

－1－ 

83―00.5 P U D T 
 

審判長のした却下の決定に対する不服申立て 

 

 

審判長のした却下の決定に対する不服申立て（特§133③による手続の却下の

決定（特§133③による請求書の却下の決定は含まない）、特§133 の 2）につ

いては、特許庁長官に対する審査請求とする。 

 

１．  「審判長のした却下の決定」は、審判長という行政庁のした行政処分であ

るが、その不服申立てについては、特許法に規定がなく行政不服審査法上の不

服申立てが可能である。 

ところで、行政不服審査法上の不服申立ては、行政不服審査制度の趣旨から

みて、処分庁以外の行政庁に対してすることが望ましいことから、審判長のし

た却下の決定に不服があるときは、特許庁長官に対し審査請求をすることがで

きる。 

 

２．  なお、行政不服審査法上、「特許庁長官に対し審査請求」としたことをも

って、特許庁長官と審判長の特許法上の関係に変更が生じるものではない。 

 

３．  訂正請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所（知的財産高等

裁判所）の専属管轄である（特§178①）。 

 

（改訂 H27.2） 

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_133
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_133
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_133_2
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_8-At_178


83―02.2 

－1－ 

83―02.2 P U D T 
 

裁判所から差戻された審判事件の合議体編成 

 

 

審決が取り消されて裁判所から差戻された審判事件については、公平性、中

立性、審理の効率性等に配慮して合議体を編成する。なお、もとの審判に関与

した審判官を指定することは、前審関与に該当しない。 

 

１．  特§139 は、審判の公正を確保するために、審判官に除斥原因がある場合

は、その事件の審判について職務の執行から除斥する旨規定しており、除斥原

因の一つとして、審判官がその事件について拒絶査定をした審査官であったと

き（前審関与）をあげている（特§139 六）。 

 

２．  これに関連して、審判から差戻した事件をもとの審査官が再び審査するこ

との是非について、「前審関与を除斥理由としたのは、前審の査定に関与した

者がその上級審に関与するときは審級制度を無意味ならしめる結果となるの

で、このような結果を避けるためであり、査定不服審判で事件を原審に差し戻

した場合に、差戻前の査定をした審査官が差戻後その事件の査定に関与しても

審級制度を無意味ならしめる結果は起り得ないので、前審関与には該当しな

い」とした裁判例（東高判昭 31.7.14（昭 30（行ナ）48 号））がある。 

 

３．  よって、表記の件についても、同様に前審関与に該当しないものと解され

るが、審決取消事件は、その重大さに鑑み慎重な審理が求められることから、

審判の手続及び合議体の編成については、事件に応じて公平性、中立性等に十

分配慮する。 

 

（改訂 R5.12） 

 

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_139
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_139

	83―00.5　P U D T 審判長のした却下の決定に対する不服申立て
	83―02.2　P U D T 裁判所から差戻された審判事件の合議体編成

